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国
道
一
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六
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本
町
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丁
目

松山税務署松山税務署松山税務署松山税務署松山税務署
税

年

金

還
付
を
受
け
る
確
定
申
告
は

１
月
か
ら
で
き
ま
す
！

お
早
め
に
！

平
成
１９
年
分
の
所
得
税
の
払
戻

し
を
受
け
る
還
付
申
告
に
つ
い
て

は
、
平
成
２０
年
１
月
か
ら
松
山
税

務
署
（
松
山
市
若
草
町
４
番
地
３

松
山
若
草
合
同
庁
舎
）
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
還
付
申
告
は
早
め

に
済
ま
せ
る
と
早
く
税
金
の
還
付

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

確
定
申
告
期
間
中
（
２
月
１８
日

か
ら
３
月
１７
日
ま
で
）
役
場
で
の

申
告
は
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
還
付
申
告
の
方
は
、
書

類
が
整
い
次
第
、
早
め
に
申
告
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

四
国
税
理
士
会
松
山
支
部

か
ら
の
お
知
ら
せ

四
国
税
理
士
会
松
山
支
部
で
は
、

次
の
と
お
り
所
得
税
の
確
定
申
告

の
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

場 所

いよてつ�島屋
９階

ローズホール

松山市役所本館
１１階
会議室

松前町役場
２階
会議室

時 間

１０時～１８時

９時～１７時

９時～１７時

期 間

２月６日（水）～

２月８日（金）

１月２９日（火）～

２月１日（金）

２月１３日（水）～

２月１５日（金）

ご
相
談
な
ど
の
対
象
者
は
、
関

与
税
理
士
の
い
な
い
所
得
者
で
、

給
与
所
得
者
・
年
金
に
係
る
雑
所

得
者
（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

者
は
除
く
）
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

四
国
税
理
士
会
松
山
支
部

�
９
４
５
―
５
７
６
１

２０
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ
る

長
い
老
後
や
、
生
活
の
安
定
を
損

な
う
よ
う
な
�
万
が
一
�
の
事
態

に
備
え
、
保
険
料
を
出
し
合
い
、

お
互
い
を
支
え
合
う
制
度
で
す
。

２０
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま

し
ょ
う
。

２０
歳
の
前
月
に
社
会
保
険
事
務

所
か
ら
加
入
勧
奨
状
（
加
入
の
お

し
ら
せ
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

必
ず
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者
・
第
３
号
被

保
険
者
に
該
当
す
る
方
は
、
必
ず

加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は
、

町
民
課
の
窓
口
で
直
接
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

（
第
２
号
被
保
険
者
は
、
事
業
主

な
ど
が
手
続
き
を
行
う
た
め
、
本

人
か
ら
の
加
入
手
続
き
は
不
要
で

す
）

毎
月
の
保
険
料
は
い
く
ら
？

国
民
年
金
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
保
険
料（
定
額
）は
、
月
額
１
４
�

１
０
０
円
で
す
。（
平
成
１９
年
度
の
額
）

な
お
、
保
険
料
を
ま
と
め
て
前

払
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
割
引
さ

れ
る
前
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
…

２０
歳
に
な
っ
て
、
所
得
が
少
な

く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
方
に
つ
い
て
は
、「
学
生
納
付
特

例
制
度
」「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

な
ど
の
保
険
料
免
除
制
度
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
の
少
な
い
若
年
層
（
２０
歳

代
で
学
生
以
外
）
の
方
や
所
得
の

な
い
学
生
の
方
が
、
将
来
、
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
こ
と
や
、
不
慮
の
事
故
な
ど
に

よ
り
障
害
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場

合
に
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
な
ど

を
防
止
す
る
た
め
、
本
人
の
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん
へ

源
泉
徴
収
票
は
大
切
に
し
て

く
だ
さ
い

老
齢
や
退
職
を
事
由
と
す
る
年

金
を
社
会
保
険
庁
よ
り
受
け
て
い

る
方
に
は
、
１
月
末
ま
で
に
源
泉

徴
収
票
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

こ
の
源
泉
徴
収
票
は
確
定
申
告

を
す
る
際
に
必
要
で
す
か
ら
、
な

く
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
が
必
要
な
例
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○

２
つ
以
上
の
年
金
を
受
け
て

い
る
方
で
、
扶
養
親
族
等
申
告

書
を
提
出
し
て
い
る
場
合

○

年
金
以
外
に
給
与
な
ど
の
収

入
が
あ
る
場
合

○

源
泉
徴
収
票
で
受
け
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
控
除
（
社
会

保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控

除
、
医
療
費
控
除
な
ど
）
が
あ

る
た
め
、
所
得
税
を
納
め
す
ぎ

と
な
っ
て
い
る
場
合

な
お
、死
亡
さ
れ
た
方
に
は
源
泉

徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

必
要
な
場
合
は
お
早
め
に
社
会
保

険
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
税

◆
年
金

◆
募
集
・
県
営
住
宅
入
居
者

・
第
１５
回
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
参
加
者

・
放
送
大
学

・
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
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